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１．議決事項

通常会合関係  

◆第137回事業年度決算等に関する件（4月26日）

　本委員会は、令和4年4月26日、第137回事業年度（令和3年度）決算等について、
下記のとおり決定した注1）。
　その後、日本銀行は、第137回事業年度決算にかかる財務大臣の承認・認可を
受け、5月27日、同事業年度決算等について公表した。その概要は別添のとおり
である。

記

　　第137回事業年度決算等について、次のとおりとすること。

　　1.�　第137回事業年度財務諸表及び同財務諸表に係る附属明細書並びに同下
半期損益計算書を別紙1及び別紙2のとおりとすること。

　　2.�　第137回事業年度の損益計算上の剰余金の処分を別紙3のとおりとする
こと。

　　3.�　第137回事業年度決算報告書（業務の用に供する不動産の取得に要する
経費を含むもの）を別紙4のとおりとすること。

注1）�　本件は、本委員会で4月中に決定したものですが、第137回事業年度決算等の公表
後に発刊される月報に掲載する扱いとしました。
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◆参与の推薦に関する件（4月26日）

　本委員会は、令和4年4月26日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務
大臣に対し、秋池 玲子 氏を参与に推薦することを決定した注2）（6月12日、財務
大臣より任命）。

◆令和3年度の業務概況書の作成に関する件（5月17日）

　本委員会は、令和4年5月17日、令和3年度の業務概況書の作成について、第
137回事業年度財務諸表が日本銀行法第52条第1項の規定に基づく財務大臣の承
認を受けることを条件に、決定した（なお、日本銀行は、5月27日、同概況書を
公表した）注3）。

注2） 　本件は、本委員会で4月中に決定したものですが、財務大臣による任命後に発刊さ
れる月報に掲載する扱いとしました。

注3） 　同概況書の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください（5
月27日公表）。

◆政策委員会月報（令和4年4月）に関する件（5月24日）

　本委員会は、令和4年5月24日、政策委員会月報（令和4年4月）を承認した。

◆預金保険機構運営委員会の会議に出席する日本銀行理事を指名
する件（5月24日）

　本委員会は、令和4年5月24日、預金保険法（昭和46年法律第34号）第21条第4
項に規定する日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事を清水 誠一とする
ことを決定した。
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２．報告事項

●ITの活用に関する取り組みの状況（政策委員会室、システム情報
局）

●企業物価指数　2020年基準改定結果（調査統計局）

●2021年度下期の検査結果等（検査室）
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